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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第８期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第７期

会計期間

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成22年
３月31日

売上高（千円） 403,110 141,407 945,453

経常利益又は経常損失（△）（千円） 20,912△128,196△222,609

四半期純利益又は四半期（当期）純損失（△）（千円） 13,575△130,065△463,795

純資産額（千円） 668,271 104,035 235,201

総資産額（千円） 1,189,974915,694 803,173

１株当たり純資産額（円） 1,174.48 178.34 404.83

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期（当期）純損

失金額（△）（円）
23.86 △223.84 △808.42

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
22.67     －    － 

自己資本比率（％） 56.2 11.3 29.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
172,560△72,779 △5,643

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△942 △59,075 △64,910

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△30,540 226,739 80,680

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
486,403 435,221 345,149

従業員数（人） 60 59 56

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

　　　　２．売上高には消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第８期第１四半期連結累計（会計）期間及び第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
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２【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

３【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

（１）連結会社の状況

 平成22年６月30日現在

従　業　員　数（人） 59 (2）

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載して

おります。

(２）提出会社の状況

 平成22年６月30日現在

従　業　員　数（人） 50 (2）

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第１四半期会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(１) 生産実績

　当社グループの事業内容は、主にコンピュータフォレンジックサービスの提供であり、生産実績については、該当

はありません。

(２) 受注状況

　当社グループは、受注生産を行っていないため、該当事項はありません。

(３) 販売実績

　当第１四半期連結会計期間の販売実績は、次のとおりであります。

品目別

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　
前年同四半期比（％）　

　
　金額（千円）

コンピュータフォレン

ジックサービス

ディスカバリー（証拠開

示）支援サービス
107,979 △70.7

コンピュータフォレンジッ

ク調査サービス
18,140 △28.3

フォレンジックツール販売 3,396 △48.1

フォレンジックトレーニング 2,951 83.9

その他 8,939 475.7

合計 141,407 △64.9

　（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先

前第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

三洋電機株式会社 222,683 55.2 － －

パナソニック株式会社 61,723 15.3 19,326 13.7

 株式会社デンソー － － 41,832 29.6

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業等のリスク】

    当第１四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３【経営上の重要な契約等】

    当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

 4/29



４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。

（１）業績の状況

  当第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日～平成22年６月30日）におけるわが国の経済は、輸出や生産が

回復の兆しを見せる中、企業収益も改善が進むと共に企業における設備投資も下げ止まりつつあり、景気は緩や

かな回復基調となりました。しかしながら、雇用情勢は依然として厳しく、緩やかなデフレ状況と思われます。ま

た欧州を中心とした信用不安の影響などから世界経済の先行きへの不透明感を払拭できない状況が続くものと

思われます。

  当社グループが掲げる戦略予防法務支援事業の主要事業であるディスカバリー（証拠開示）支援サービス事

業を取り巻く環境は、依然として不透明な状況を残しつつも、回復の兆しは確実に見えはじめております。特に米

国における訴訟支援業界の動きは米国経済における消費と設備投資の回復と共に活発化して来ております。

　このような状況の下、当社グループといたしましては、この機を再び成長路線に復帰するための重要な機運と捉

え、様々な施策を迅速に実行致しております。世界最大かつ最先端の市場である米国における確固たる地位を築

くためCEO人事をはじめとする米国子会社の経営体制を刷新し強化すると共に、グループ全体の経営体制のグ

ルーバル化を更に推し進めております。また、当社グループが培ってきた経験と技術を基に開発したソフトウェ

アLit i Viewを駆使する事により作業の効率化及び工数削減を実現し、ディスカバリー（証拠開示）支援サービ

ス事業における高収益体制も既に整えております。

　またこれらの取り組みに加え、営業活動の一環として国内外の弁護士との連携強化に重点を置いており、これに

より着実な成果が表れてきております。我々は既に第２四半期以降の業績を見据え、経営改革及び業績の向上に

取り組んでおり、早期の業績回復を目指しグループ全社を挙げて努めてまいります。　

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は141,407千円（前年同四半期比64.9％減）、営業損失は

112,226千円（前年同四半期29,108千円の利益）、経常損失は128,196千円（前年同四半期20,912千円の利益）

、四半期純損失は130,065千円（前年同四半期13,575千円の利益）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

　　コンピュータフォレンジック関連事業において、日本の売上高は、110,143千円（前年同期比23.0％減）、

セグメント損失は73,558千円（前年同期は5,646千円の利益）であり、米国の売上高は、31,264千円（前年同期比

88％減）、セグメント損失は38,998千円（前年同期は23,462千円の利益）であります。　

　

　　（２）財政状態の分析

（資産）

　総資産は、前連結会計年度末と比べて112,521千円増加し、915,694千円となりました。

  流動資産は、前連結会計年度末と比べて69,534千円増加し、578,666千円となりました。これは主に現金及び預

金の増加90,069千円、売掛金の減少24,700千円によるものです。

  固定資産は、前連結会計年度末と比べて42,986千円増加し、337,028千円となりました。これは主にソフトウェ

ア取得による無形固定資産の増加48,387千円、投資有価証券の減少3,150千円によるものです。

（負債）

  負債合計は、前連結会計年度末と比べて243,687千円増加し、811,658千円となりました。

  流動負債は、前連結会計年度末と比べて6,008千円減少し、297,587千円となりました。これは主に買掛金、未払

金及び前受金の増加8,610千円,短期借入金及び一年内返済予定長期借入金の減少19,460千円によるものです。

  固定負債は、前連結会計年度末と比べて249,695千円増加し、514,071千円となりました。これは主に転換社債型

新株予約権付社債の増加285,750千円、長期借入金の減少38,700千円によるものです。　

（純資産）

  純資産合計は、前連結会計年度末と比べて131,166千円減少し、104,035千円となりました。

  これは主に、利益剰余金130,065千円、その他有価証券評価差額金の減少3,150千円によるものであります。
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　　（３）キャッシュ・フローの状況

　　　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ90,071千円増加し、435,221千円となりました。

　　　当第１四半期連結会計期間末における各キャッシュ・フローの状況と、その主な要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　営業活動により使用した資金は72,779千円（前年同四半期は172,560千円の獲得）となりました。これは主に税

金等調整前四半期純損失といった減少要因がある一方、減価償却費、売上債権、仕入債務及び未払金の増加と

いった増加要因によるものであります。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　投資活動により使用した資金は59,075千円（前年同四半期比58,133千円増）となりました。これは主に無形固定

資産の取得による支出によるものであります。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　　　財務活動により獲得した資金は226,739千円（前年同四半は30,540千円の使用）となりました。これは主に転換

社債型新株予約権付社債の発行といった増加要因がある一方、短期借入金及び長期借入れの返済による支出と

いった減少要因によるものであります。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

（５）研究開発活動

　　　　　当第１四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【設備の状況】
(１）主要な設備の状況

　当第１四半期連結会計期間において、ラボ設備拡充を行っております。その設備の状況は、次のとおりです。

事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額

従業員数
(人)

建物
（千円）

工具器具備
品（千円）

ソフトウェ
ア（千円）

合計
（千円）

本社

(東京都港区)

フォレンジックラボ、情

報関連機器等
    －     － 49,197 49,197 －

 

(２）設備の新設、除却等の計画

　当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等

の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,800,000

計 1,800,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成22年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成22年８月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 581,200 581,200
東京証券取引所

（マザーズ）
　単元株式数10株　

計 　　581,200 581,200 － －　

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成22年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。　
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（２）【新株予約権等の状況】

①旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第２回新株予約権（平成17年12月20日臨時株主総会決議、平成18年１月10日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 22,000（注）1.

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 22,000（注）1.2.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成20年１月27日

至　平成23年１月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）４．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．権利を失効した者の新株予約権の数を減じております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式

により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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②旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権（ストック・オプション）

第３回新株予約権（平成17年12月20日臨時株主総会決議、平成18年２月14日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 3,400（注）１．

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,400（注）１．

新株予約権の行使時の払込金額（円） 500（注）２．

新株予約権の行使期間
自　平成20年３月16日

至　平成23年３月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 500

資本組入額　　　　 250

（注）３．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的た

る株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的た

る株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

２．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式

により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるもの

とする。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

４. 新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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③会社法に基づく転換社債型新株予約権付社債

第三者割当による転換社債型新株予約権付社債（平成22年３月26日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権付社債の残高（円） 300,000,000（注）１.

新株予約権の数（個） 30

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） 　　　　　　　　　　　　　－

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 191,693（注）２.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,565（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成22年４月13日

至　平成27年４月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価額　　　　　 

　額面100円につき95円　

資本組入額　　　　

　142,250,000円　

（注）４．

新株予約権の行使の条件 　各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項     　　　　　 　　  －（注）５.

代用払込みに関する事項 －（注）６.

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －（注）７.

　（注）１．新株予約権付社債の残高は、本新株予約権付社債の額面金額の総額を記載しております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれ効力発生の時をもって、次の算式に

より払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものと

する。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
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４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡することはで

　きないものとする　

６．各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権に係る各本社債を出資するものとする。　

７．該当なし
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④会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるストック・オプション

第４回新株予約権（平成21年６月23日定時株主総会決議、平成22年６月17日取締役会決議）

区分
第１四半期会計期間末現在
（平成22年６月30日）

新株予約権の数（個） 1,700（注）1.2.

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 17,000（注）1.2.

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,564（注）３．

新株予約権の行使期間
自　平成25年６月18日

至　平成28年６月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 1,564

資本組入額　　　　 　782

（注）４．

新株予約権の行使の条件

当社、当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査

役又は使用人その他これに準ずる地位にあるもの（以下、

「地位者」という）のうち、新株予約権の割当を受けたも

のは、権利行使時においても、地位者であることを要する。

但し、任期満了による退任、定年退職その他これに準ずる

正当な理由のある場合（死亡の場合を除く。）はこの限り

ではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．退職等の理由により権利を失効した者の新株予約権の数を減じております。

２．株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の目的

たる株式の数を調整するものとする。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的

たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとする。

 調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれ効力発生の時をもって、次の算式に

より払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上げるものと

する。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

４．新株予約権発行後、時価を下回る価格で新株を発行（旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新

株予約権の行使による場合を除く。）又は自己株式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、

次の算式により払込金額を調整するものとする。ただし、調整の結果生じる１円未満の端数はこれを切り上

げるものとする。なお、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株式数を控除した

数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替えるものとす

る。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

５．新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書又は株式移転の議案並びに当社

が分割会社となる分割計画書又は分割契約書について、株主総会の決議（株主総会の承認が不要な会社分割

の場合は取締役会の決議）がなされたときは、新株予約権は無償にて取得することができる。

②新株予約権者が権利行使する前に、「新株予約権の行使」の条件に該当しなくなったため、新株予約権を行

使できなかった場合、当該新株予約権については無償にて取得することができる。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項ありません。　

　

　

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

 平成22年４月１日～

 平成22年６月30日
   200 581,200     50 452,493     50 184,243

　（注）新株予約権の行使による増加であります。

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成22年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）   普通株式  580,920 58,092 －

単元未満株式   普通株式　　   80  － －

発行済株式総数 581,000 － －

総株主の議決権 － 58,092 －

 

②【自己株式等】

 平成22年３月31日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社 UBIC
東京都港区港南2-12-23

明産高浜ビル7F
－　 －　 －　 －　

計 － －　 －　 －　 －　

 

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

14/29



２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
４月

５月 ６月

最高（円） 1,729 1,700 1,479

最低（円） 1,431 1,151 1,200

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第１四半期連結

会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）及び前第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第１四半期連結会計期間（平成22

年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 435,318 345,249

売掛金 93,058 117,758

商品 0 0

その他 51,159 47,104

貸倒引当金 △869 △980

流動資産合計 578,666 509,132

固定資産

有形固定資産 ※
 66,682

※
 69,236

無形固定資産

ソフトウエア 101,643 57,021

その他 20,727 16,362

無形固定資産合計 122,370 73,384

投資その他の資産

投資有価証券 104,414 107,564

破産更生債権等 4,982 4,982

その他 43,560 43,855

貸倒引当金 △4,982 △4,982

投資その他の資産合計 147,975 151,420

固定資産合計 337,028 294,041

資産合計 915,694 803,173

負債の部

流動負債

買掛金 21,786 20,251

短期借入金 15,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 154,800 159,260

未払法人税等 503 1,421

賞与引当金 10,286 10,132

未払金 68,401 64,029

その他 26,809 18,499

流動負債合計 297,587 303,595

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 285,750 －

長期借入金 213,000 251,700

退職給付引当金 6,200 5,901

資産除去債務 3,014 －

その他 6,106 6,774

固定負債合計 514,071 264,375

負債合計 811,658 567,971
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 452,493 452,443

資本剰余金 239,953 239,903

利益剰余金 △575,734 △445,669

自己株式 △16 △16

株主資本合計 116,696 246,661

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △3,150 －

為替換算調整勘定 △9,895 △11,459

評価・換算差額等合計 △13,045 △11,459

新株予約権 385 －

純資産合計 104,035 235,201

負債純資産合計 915,694 803,173
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

売上高 403,110 141,407

売上原価 227,989 95,579

売上総利益 175,120 45,828

販売費及び一般管理費 ※
 146,011

※
 158,054

営業利益又は営業損失（△） 29,108 △112,226

営業外収益

受取利息 90 39

その他 － 0

営業外収益合計 90 39

営業外費用

支払利息 2,175 2,677

社債利息 － 750

為替差損 6,110 11,756

その他 － 825

営業外費用合計 8,286 16,009

経常利益又は経常損失（△） 20,912 △128,196

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 110

特別利益合計 － 110

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,106

特別損失合計 － 1,106

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

20,912 △129,192

法人税、住民税及び事業税 4,919 253

法人税等調整額 2,417 619

法人税等合計 7,337 872

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

－ △130,065

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,575 △130,065
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

20,912 △129,192

減価償却費 17,428 9,167

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,106

退職給付引当金の増減額（△は減少） 601 299

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,714 153

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △110

受取利息及び受取配当金 △90 △39

支払利息 2,175 2,677

社債利息 － 750

為替差損益（△は益） 2,880 7,704

売上債権の増減額（△は増加） 126,355 23,239

たな卸資産の増減額（△は増加） － △314

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,653 △4,821

仕入債務の増減額（△は減少） 6,796 2,463

未払金の増減額（△は減少） 88 10,933

その他 11,557 6,243

小計 175,337 △69,739

利息及び配当金の受取額 90 39

利息の支払額 △2,318 △2,593

法人税等の支払額 △548 △486

営業活動によるキャッシュ・フロー 172,560 △72,779

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △272 △406

無形固定資産の取得による支出 △670 △59,010

その他 － 341

投資活動によるキャッシュ・フロー △942 △59,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 － △15,000

長期借入金の返済による支出 △30,540 △43,160

社債の発行による収入 － 284,833

株式の発行による収入 － 65

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,540 226,739

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,332 △4,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 138,746 90,071

現金及び現金同等物の期首残高 347,657 345,149

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 486,403

※
 435,221
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

　当第１四半期連結会計期間

(自　平成22年４月１日

　至　平成22年６月30日)

　　会計処理基準に関する

　事項の変更　

　資産除去債務に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

　これにより、営業損失、経常損失に与える影響は軽微ですが、税金等調整前四半期純損失

は、1,194千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変

動額は3,014千円であります。　　

【簡便な会計処理】

 
当第１四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１．棚卸資産の評価方法 　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出し

ております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものにつ

いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法 　定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却

の額を期間按分して算定する方法によっております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

　※　有形固定資産の減価償却累計額は、102,765千円であり

ます。 

　※　有形固定資産の減価償却累計額は、98,091千円であり

ます。 

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

　※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当　       59,697千円

賞与引当金繰入額      1,699千円

支払手数料       38,547千円

給与手当　       53,394千円

賞与引当金繰入額      5,578千円

支払手数料       42,810千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成21年６月30日現在）

　※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年６月30日現在）

現金及び預金勘定   486,535千円

別段預金  △132千円

現金及び現金同等物  486,403千円

現金及び預金勘定   435,318千円

別段預金      △97千円

現金及び現金同等物  435,221千円

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日　至　

平成22年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　　普通株式　　　581,200株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　７株

３．新株予約権等に関する事項

 　 ストック・オプションとしての新株予約権　　

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　親会社　385千円

　　（注）ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

４．配当に関する事項

 　　　該当事項はありません。　
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

　　      前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　      　当社グループは、同一セグメントに属するコンピュータフォレンジック関連事業を行っており、当該事業以外に

事業の種類がないため該当事項はありません。

【所在地別セグメント情報】

　        前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
日本
（千円）

米国
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高                     

(1）外部顧客に対する売上高 143,006 260,104 403,110 － 403,110

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
171,690 9,776 181,467△181,467 －

計 314,696 269,881 584,577△181,467 403,110

          営業利益 5,646 23,462 29,108 －　 29,108

　（注）　国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　

　

  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【海外売上高】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配

分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは国内外でディスカバリー（証拠開示）支援サービスの提供を行い事業活動を行っております。国内に

おいては当社が、海外においては米国の現地法人がそれぞれ担当しております。現地法人は独立した経営単位であり

、ディスカバリー（証拠開示）支援サービスの提供について包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しおります。

　したがって、当社は、地域別のセグメントから構成されており、日本、米国の２つを報告セグメントとしておりま

す。　　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）　　　　　　　　　（単位：千円）

　　 報告セグメント　
調整額

（注１）

　
四半期連結損益
計算書計上額
（注２）　

　　

　
日本

　

　
　米国

　
計

　　売上高　 　 　 　 　 　

　（1）外部顧客に対する売上高 　110,143 　31,264 　141,407 －　 　141,407

　（2）セグメント間の内部売上高

　　　 又は振替高　
　5,695 　989 　6,684 　△6,684 －　

　計 　115,839 　32,253 　148,092　△6,684 　141,407

　セグメント損失 　△73,227　△38,998　△112,226 －　 　△112,226

　(注）１　セグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去になります。

　　　 ２　セグメント損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。　

　

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　 該当事項はありません。　

　

（追加情報） 

　　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３

　月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月

　21日）を適用しております。　　
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（デリバティブ取引関係）

　デリバティブ取引は、著しい変動がないため記載しておりません。

（ストック・オプション等関係）

　　　　　当第１四半期連結会計期間（自平成22年４月１日　至平成22年６月30日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　１.　ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　　　　　　 　　販売費及び一般管理費　　385千円　

　　　　２.　当第１四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　 　平成22年ストック・オプション

　付与対象者の区分及び人数 　当社取締役　１名　当社子会社の取締役　１名

　株式の種類別のストック・オプション 　普通株式　17,000株

　付与日 　平成22年６月17日

　権利確定条件
　付与日（平成22年６月17日）以降、権利確定日（平成25年

６月16日）まで継続して勤務していること。

　対象勤務期間 　自平成22年６月18日　至平成25年６月17日

　権利行使期間 　自平成25年６月18日　至平成28年６月17日

　権利行使価格（円） 　1,564

　付与日における公正な評価単価（円） 　816
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成22年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 　     178円34銭 １株当たり純資産額 　     404円83銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　  23円86銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
　  22円67銭

１株当たり四半期純損失金額(△) 　  △223円84銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり四

半期純損失であるため記載しておりません。　  

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 13,575 △130,065

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
13,575 △130,065

期中平均株式数（株） 568,993 581,058

         

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 29,917    －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

───── 　平成22年転換社債型新株予約

権付社債（券面総額300,000千

円）

　第４回新株予約権（新株予約

権の数 1,700個）　

（重要な後発事象）

　　　　該当事項はありません。

（リース取引関係）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成 21年８月13日

株式会社ＵＢＩＣ

取締役会　御中

あずさ監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 潮来　克士　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 浅岡　伸生　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＵＢＩＣの

平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＵＢＩＣ及び連結子会社の平成21年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２.　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

28/29



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月12日

株式会社ＵＢＩＣ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 潮来　克士　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　俊哉　　印　

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浅岡　伸生　　印　

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ＵＢＩＣの

平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年

６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＵＢＩＣ及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１.　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２.　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

EDINET提出書類

株式会社ＵＢＩＣ(E05700)

四半期報告書

29/29


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２事業等のリスク
	３経営上の重要な契約等
	４財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３設備の状況
	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（２）四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

